
京都市消防局訓令甲第６号   

各 部   

消防団・自主防災推進室   
消 防 学 校   

各 消 防 署   

 京都市消防局災害活動組織規程の一部を次のように改正する。 

  令和８年３月３１日 

 京都市消防局長  名畑 徹 

 別表第３局警防本部の項中「司令車、空気充填照明車、資器材搬送車」を「司令車、

情報統括支援車、空気充填照明車、資器材搬送車、高度放水器材搬送車」に改め、同

表北警防本部の項中「救助工作車、大型救助工作車、小型水槽車」を「救助工作車、

大型救助工作車、救助先行車」に改め、同表山科警防本部の項中「ポンプ車、大型は

しご車、電源照明車」を「ポンプ車、大型はしご車」に改め、 

同表伏見警防本部の項中 

「 

神川消防隊 ポンプ車    を 

                    」 

「 

神川消防隊 小型水槽車    に、 

                    」 

「救助工作車」を「救助工作車、救助先行車」に改める。 

 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（消防局警防部警防課） 


